
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

下
ヽ
ヽ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

二
、
こ
の
用
紙
は
機
械
で
読
取
り
ま
す
の
で
折
ら
な
い
て
下
さ

い
。
折
っ
た
場
合
は
中
請
書
に
改
め
て
記
入
を
お
願

い
す

け
た
場
合
は
、
水
券
法
第
ニ
ニ
条
及
び
刑
法
第

一
二
七
条

の
規
定
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

一般旅券発給申請書
('1記 第 1子様式 )

■

太

枠

内

の
所

定

の
爛

に

黒

イ

ン

タ

（
黒

ポ

ー

ル

ベ

ン

で

も

可

）

で
枠

か

ら

は

み

出

さ

な

い
よ

う

記

入

し

て

下

さ

い
。

期
洲
馴
引
測
ｄ

ｌｉｌ
「
副
司
劇
州
川
「
劇
司
劇
「
日
、
そ
の
他

の
欄
は
楷
書
体
に
よ
り

（署
名
の
欄
は
除
く
）
　

　

■
て

注
意

　

一
、

一

一

、

五
、

四

わ
が
国
固
有
の
領
上
で
あ
る
北
方
領
土

（
択
捉
島
、
国
後

島
、
色
丹
島
及
び
歯
寿
群
島
）
は
波
航
え
に
は
今
ま
れ
ま

せ
ん
。

虚
偽
の
記
載
を
し
て
こ
の
申
請
に
係
る
旅
券
の
交
付
を
受

受 理

年月日

年         月         日

□□□□□□
理

子

受

番 □□∃コロロロロー□
窓 ロ

記入欄 □□□□□ 区  分
６囲５□

４□
３□２□―囲 確 認

―
□

A新  規
発行年 月日 交付年 月日 旅券番テ|

民

フ |り ■ 力7カ ナri`人  濁 1及 グ半濁 点は
「

l― マ ス日内に 1カ
|、  '(1等 と記べ| `1

□□□□□□□□|□園□日□□
名

（
左
詰
め
で

姓

□□□
1戸 希 ::記 載 ク,rお り、憎 書 て 記 入 して下 さい 1   名

El□□1日因□□□□

記
入

）

＼して下 さい 。

枠が足 りない場合●

gロ ヘ申し出てTさ い
|

名
国日□回□□□□□□□□□□

所持人 自署
′)署 名 |よ 旅 夕 :=わ 11転 写 さ′1ま す

た ノ

性

　

列 巾山一回d□」ロピ||1妊 ||

３Ｍ
関
四
打

２団田□”

※

　

　

　

　

午́

制

”

‐［田□”

０爾開卿爆

※

本

　

籍 回□困□
″ ,竜 .:口

`t tl卜

´ヽ 1:=べ t:T:

(市 区郡以下各地まで記入 して下 さい
)

倉i[[I粛?lilか 1豪 [I]IΣぐ
:'‐ 1,141■ti旬 :× tP`.|、 |「 ::、

過去 5年以内に旅券の発給 を受けたことがあれば、その旅券について記入 して下さヽ

林券

各予

:二  ヽ             :｀      ■:

日回回□□□□□日
発行年月日

西暦で記入 E/11E6/1日□日 □巨]
二菫に旅券の
発給 を受けよ
うとす る理由

氏名の訂正幸に基づ 〈新規発給を申講す
る場合は、その水券に記載の最{旧 姓千 )

をローマ宇、左詰めで記入して下さい。
□□□□□□□□□□□□

併
記
す
る
子

（十
五
オ
未
満
）

名のみ記入 ′lt ,1 生■月日 (年 月日が一精の場合は十の位に0を 記入 |

フ リ が ナ ■:■ ● ‐i'`, ■́キ:′ヽlt tキ 照 0   1

□□名 □□□□□□□□□□□
フリカ・ナ 十 シ式 ギ

ー
ム字

`ヽ

大文字 ※ 0  1

□□
R※

名 □□ヨロロロロロロロロ □囲―□□□□□□
フリカ・ナ す レ式 ロ ー 7年  ■常 |ふ 夫 ,字

名 □□□□□□□□□□□回□
:夕 当 1る ↑↑句

現 住 所

|]骨 lll!:)

ズ中者為ガ
電話クタι′(,ι )`♪♪タ

(そ のrt連絡先)電 話 パ (や ,/7)。 グノ/

〒),/

祥″調 |´ 52θ嘲ぇ
電話  (  )一Ｔ

国内緊恙

連 絡 先

〒D.す /神⌒l hF、 械缶尺■
=ら

,=本1体 国 ,・5つ θ
民名  森  矛豊 1卜         本人 との関係

電話′
“
嵐 >ι )Z,ユ ν

孝

外
　
務
　
省

主要渡航 先での滞在期 間 (ソ」6)(蕩▼既憂●   3か月以上 出発予定 日  1 平成 7年 /θ 月 /曰

I11

rl

等

関

イ系

次の各事項に該当しているか否か、ヽヽずれかをOFPで 囲んで下さい。 外
国
人
（外
国
）
と
の
身
分
関
係

す

月

有

年得ヽ
は
取

合
び

場
及

る
国

い
原

て

得
し
取

有
籍

せ
国

併
外

を

ヽ

籍
籍

国
国

外
外

|

2

3

4

5

タト国において退去命令スは刑に処せ られたことがあ りますか。

現在日本国法今により、犯罪につき起訴 されていますか。

現在日本国法今により、依 出獄、刑の執行停上、執行猶テスは

保護観察のた分 を受けていますか。また、11の 執行 を受けなけ

ればならない状態にあ りますか。

旅券法に逹反 して11に 無せ られたことがあ りますか。

「国の援助寺 を

“

喜 とす る帰国者に関す る領事字の職務寺に関

す る法律」 を適用 され、タト国か ら帰国 したことがあ りますか。

泌一ヽヽる一　
　
蒻． 秘．
S
θあ る

配偶者スは奏親がタト国籍者の場合は、その
国籍及び統柄

都

道

府

県
タト務 省

コー ド欄

13条
対 立地域 '1名

表示
非ヘボ ン

| 替タト表示 解除

職権

Ｃ

Ｅ

０

０

Ａ

Ｂ

０

０

5０

１

３

４

０

０ '1人失効

官庁 コー ト

´
裏

面
ｔ
記
入
し
て
下
さ

大蔵省
`P昴

1局 製造 6-⑥ 用紙の大 きさはA4



次の各項目のいずれかに該当する場合のみ下記の①渡航目的欄及び②渡航先欄に記入して下さい。
1.表面の刑罰等関係欄に該当する事項がある場合
2.永住目的で渡航する場合
3.旅券の二重発給を受けようとする場合

① 渡航 目的(具体的に)

甲 盟 需 需 瑞jオ
フイ

08√
ンイン浪0シア &“

マ
h“

“

アスリ
;マ
ンカイふド

″ヾ
ち飛イ

ン
ネ宙

ル主形爾 鯛 ヨ冒酪言匡暮馨軍コ奪亨L:♂
ニユ丁・κ

「
ランドフ

1ご
―ニユ~・

1名rド
ニア藷百り″

夕、こイ躍翼平]査Fちれダ
メ
為′
コプ

乙イ
ルアルちLテ

ィンコ
L絶
ビア 炉ヽ ふ:ボち孝イア パ

ろケイ
英国  ドイツ フランス イタリア  スイス オースト ベルギー  オランダ  ノールウェー  スウェーデン
300  30i   302    303   304  リア305   300    307     309      810

デンマーク フィンランド アイルランド スベイン
3‖      312     3i3    314

ブルガリア スロヴァキア

ポルトガル ギリシャ ロシア ポーランド チェッコ ハンガリー ルーマニア
3:5    3:6   5∞    50:    502    503

イラク トルコ シリア レバノン サウディ・アラビア クウェイト エジプトイラン
400

スーダン モロンコ ケニア ショルダン
4‖     419

401  402  403  404 406   407
カタル アラブ首長国 イエメン リビア テュニジア アルジェリア イスラエル
422  連邦 423    425   427    420     429     448

上 記 以 外

の 渡 航 先
ドコ

務 大 臣 殿

大使 総領事 殿

この申請書の記載は事実に相違なく

平成  年  月  日

旅券法第 3条の規定により、一般旅券の発給を申請 します。

法定代理人署名

外

在

申請者署名

一人
(申 請者が未成年者又は禁治産 の場合は、法定代理人の署名も併せて必要です)

身
元
確
認
欄

日本国旅券
運転免許証
船員手帳
海技免状
猟銃等所持許可証

□
□
□
□
□

□

□
□

□
□

□

□

□

□
□

戦傷病者手帳
宅建取引主任者証
電気工事士免状
無線従事者免許証
官公庁職員身分証明書

健康保険証
国民健康保険証
船員保険証
共済組合員証
年金証書等

□ 印鑑登録証明書
□ 身障者手帳 。資格証明書
□ その他写真付きの身分証堺書

|□ 一時帰国者

官
庁
記
載
欄

申
請
に
必
要
な
書
類
等

（有
効
な
旅
券
を
返
納
し
て
申
請
す
る
場
合
は
、　
一
部
省
略
で
き
ｂ
書
類
が
あ
り
ま
す
）

一
、
戸
籍
謄

（抄
）
本
　
一
通

（作
成
日
か
ら
六
か
月
を
経
過
し
な
い
も
の
）
　

・　

ｒ
製
は
が
き
　
　
　
一
枚

二
、
住
民
票
の
写
し
　
　
一
通

（作
成
日
か
ら
六
か
月
を
経
過
し
な
い
も
の
）
　

ユハ
、
印
鑑

二
、
写
真
　
　
　
　
　
　
一
葉

（国
外
で
申
請
す
る
場
合
は
二
葉
）
　
　
　
　
　
七
、
そ
の
他
特
に
必
要
と
さ
れ
る
書
類

四
、
身
元
確
認
の
た
め
の
書
類

（運
転
免
許
証
等
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
、
前
回
発
給
を
受
け
た
旅
券

（裏
面
）

＼

＞

／

（平
成
五
年
二
月
改
正
）

申請者出頭免除申出書
(別記第 2号様式)

（平
成
四
年
十

一
月
改
正
）

申請者署名

私は旅券法の規定に基づ き、次の者を通 して旅券申請書類等を提出しますので、申し出ます。

私は本件申請に係る必要書類等を申請者の代わりに提出することを引き受けます。

申請書の所持入自署及び申請者署名は本人自筆のものであることを確認します。

引受人署名 連絡先電話番号

クメータ∫r/♪ ―Dダ //

中請者に代わり申請書類等を提出する場合の注意

1.申 請者の指定した者が、代わりに申請書類等を提出する場合には、身元を確認するに足る書類等を提示 (出 )し て下さい。
2.こ の申請による旅券取得がわが国法令の罰則に該当する場合、申請者に代わって必要書類等を提出した者も罰せられること

があります。


